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令和６年能登半島地震に関する金融相談窓口の設置について 

 

令和６年能登半島地震により被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。 

高知銀行（頭取  海治勝彦）は、このたびの地震により直接的または間接的に影

響を受けられたお客さまへの迅速な支援につなげていくため、「金融相談窓口」を

下記のとおり設置いたしますので、お知らせいたします。  

 

記 

 

対象となる  

お客さま  

令和６年能登半島地震により、直接的または間接的に影響を受け

られた法人および個人事業主のお客さま、ならびに住宅ローンや

個人ローンに関するご相談をご希望のお客さま  

設置日  ２０２４年１月１５日（月）～２０２４年１２月３０日（月）  

設置場所  全営業店（よさこいおきゃく支店を除きます）  

受付時間  
平日９：００～１７：００（１５：００以降はお電話にて対応） 

※  帯屋町支店の受付時間は１０：００～１７：００  

以 上  

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】  

高知銀行 営業企画部  

担当：伊藤  ℡  088-871-7135 

こうぎん 

 


